
共有馬管理等に関する覚書の付帯条項「覚書付帯条項」 

「共有馬管理等に関する覚書」(以下「覚書」という)に基づいて共有者が共有代表馬主に委任した覚書第 3条記

載の各事項の実施細則(以下「付帯条項」という)は、以下のとおりとする。  

第 1 条(事務の委託と事務局) 

 共有代表馬主は、覚書第 4 条に基づき、共有馬に係わる収入経費の計算・管理、保険金請求その 

他事務運営について、カルディアレーシング事務局(以下「事務局」という)に委託する。 

事務局は、株式会社カルディアレーシングが運営し、その本社（東京都新宿区新宿 1-11-3 エクセル新宿

御苑ビル 6F）に置く。 

第 2条(事務費の支払)  

共有者は、月次事務費として 1頭あたり月額 1,100円(税込)を事務局に支払う。かかる月次事務費の請求期日

は当月分について 翌月の 10日とし、その支払方法は原則として口座振替による精算によるもの とする。また、

共有馬が出走して賞金・褒賞金を獲得した場合には、 共有者は同賞金・褒賞金額の 3%相当額を出走事務費と

して事務局に支払う。但し、その支払方法 は、事務局から共有者に対して賞金分配金の振込みが行われる際

に、同分配金から控除する方法によるものとする 

  

第 3条(預託料)  

 共有者は、1 歳 10 月請求分より共有者の持分割合に応じた預託料を負担する。かかる預託料の支払期日

は当月分について翌月 10 日頃とし、その支払方法は原則として口座振替による精算によるものとする。

上記預託料には、厩舎預託料のほか、治療費、各種登録料(レース等の追加登録料を含む)、輸送費(引退退

厩時を含む)、売却先決定までの間の繋養経費等(売却に至らなかった場合を含む)、共有者や調教師に進呈

する記念写真等優勝記念品代金など、馬主慣行に則った共有馬の飼養管理に係わる一切の費用が含まれ

る。 

また１歳 10 月 1 日以降に売買契約を締結して共有持分権を取得した買主については、１歳１0 月請求分

まで遡って同日以降の預託経費を負担するものとする。 

 

 

第 4条(保険)  



1. 共有馬のうち、セレクトセール取引馬および北海道市場取引馬(1歳市場のみ)は市場取引価格 と同額で「せ

り市場保険」に加入する(保険年度はセレクトセール取引馬は 2歳 8月 1日の午後 4 時まで、北海道市場取引

馬は 2歳時の 4月 30日午後 12時まで)。 庭先取引馬および預託繁殖の産駒については 2歳 4月 30日まで

有効の「育成馬保険」に加入する。  

共有代表馬主は、当該共有馬に保険事故が発生した場合、事務局を通じて、保険約款に基づき保険 会社に保

険金の支払請求手続を行なう。なお保険代金は、販売者が設定した馬代金に含まれる 

2. 「競走馬保険」には基本的に加入する。またこれに伴う共有者個別の負担は原則ないものとする。例外として

海外遠征などの輸送に関する保険加入については別途共有者が持分に応じて支払うものとする。 

3. 共有代表馬主は、共有馬について上記に従って保険に加入した場合であっても、当該共有馬の その後の競

走成績、馬齢等に照らし、保険に関する給付と負担の均衡を考慮したうえで、当該共有 馬の翌年度以降の保険

加入額の増額・減額または取り止めることが妥当と判断した場合には、共有者にその旨を通知することにより、当

該共有馬の翌年度以降の保険加入額を減額または取り止める ことができるものとする。  

4. 共有馬に不慮の事故が発生した場合は、保険金及び主催者等からの見舞金受領をもって共有者の 全ての損

害が填補されたものとし、共有者は、共有代表馬主、事務局、販売者及びその関係者に対 して何らの請求もしな

いことを了承する。  

第 5 条(賞金等の取扱い) 

1. 共有者に対する賞金の支払事務については、共有馬が獲得した賞金(着外手当等各種手当を含 む。以下同

じ。)から進上金、源泉徴収所得税及び出走事務費(第 2条を参照。賞金の 3%)を控除した金額を、持分割合に

応じて精算し、共有者の指定口座に、出走日の翌月末日(金融機関非営 業日の場合はその翌日)に振り込みの

方法により支払われる。但し、当該月の下旬に出走した場合、及び外国における競走に出走した場合は、翌々月

末日以降の支払いとする。  

2. 地方競馬場ごとに独自に規定される出走手当に類する交付金及び事故見舞金は、その全額が持分 割合に応

じて共有者に支払われる。 

 

3. 共有馬が獲得した競馬主催者提供の賞品・副賞のうち、主催者購買価格が 10万円を超える純金 メダル及び

金製品等賞品(冠スポンサーや協賛者提供の寄贈賞品及び参加賞等は除く)について は、当該馬の共有者間

(共有代表馬主を含む)に帰属するものとし、その配分等の方法については 本項の細則をもって別途定める。な

お、10万円以下の純金メダル及び金製品等賞品、寄贈賞品、 参加賞等については、共有代表馬主の帰属とす

る。  



4. そのほか、NARの主催するグランダム・ジャパンのボーナス賞金など、競馬主催者もしくは競 馬統括組織から

各種褒賞金の交付を受けた場合は、交付通知に従い第 1項記載の賞金支払い事務に準じて適宜共有者に支

払う。また、共有馬の現役期間中に受けた、賞金及び事故見舞金とは異なる、いわゆる補助金等で比較的

低額なものについては、これを共有者の帰属として取扱い預託料請求額から相殺する。但し、共有馬引退

後に交付を受けた同補助金等については預託料との相殺がかなわないことから、共有代表馬主の受領とす

る。 

5. 共有馬が重賞競走(海外における同格の競走及び重賞を含む。)に優勝した場合、共有者は、馬主慣行に則っ

た祝儀、優勝記念品制作、祝賀会等に要する経費(実費)を、その賞金の 10%を超えない範囲内で持分割合に応

じて負担するものとする。なお、優勝記念品については厩舎関係者等に贈呈する場合があり、本項に定める祝賀

経費には、これらに要した経費が含まれる。  

6. 支払期限が到来した馬代金、預託料、保険料、事務費等が未払である場合、第 1項ないし第 4項及び第 7条

に掲げる支払は、これら未払分が完納されるまでの期間、当該共有者に対して 保留されるものとする。これら未

払分が完納された場合には所定の支払手続に従って支払われる。 なお、当該共有馬が賞金等を獲得していた場

合であっても、共有者が馬代金、上記預託料、保険料、事務費等の支払の履行を怠った場合、これを滞納とみな

して、当該共有者に対して、第 11条 第 2項が適用される。滞納と賞金等との相殺は一切行わない。  

第 6 条(海外遠征及び中央競馬の指定もしくは特別指定交流競走出走) 

1. 共有馬を外国における競走に出走させる(以下「海外遠征」という。)については、共有代表馬主 がこれを決定

し、事務局を通じてこの決定を共有者に通知する。  

2.海外遠征の場合、進上金の取扱いについては遠征先において適用される規定(控除率に関する ものを含む。)

に従う。但し、当該規定において本邦規定下にある調教師、騎手、厩務員等が進上 金の支給対象とされていな

い又はその扱いが著しく異なる場合等においては、適宜本邦規定等を準 用する場合があることを共有者は予め

了承するものとする。また、共有者は、海外遠征に際して生 じた検疫・輸送費及びその帯同人件費、登録料等の

当該遠征の成功を目的とした一切の経費(騎手との間で別途報酬の定めを交した場合の報酬を含む。)について、

遠征先で出走を取消した場合を含め、当該遠征馬の競走成績に関わりなく、これを負担するものとする。  

3. 共有馬を、中央競馬の指定又は特別指定交流競走に出走させるについては、共有代表馬主がこれを決定し、

事務局を通じてこの決定を共有者に通知する。この場合において、JRAの馬主登録の ない当該馬の共有者につ

いては、当該年度の 12月末まで有効となる期間限定の特別措置による J RA 馬主登録を取得するものとし、

登録免許税 9 万円等必要額を、各自事務局の案内に従って納めるものとする。 

第 7 条(共有馬の売却・種牡馬転用等と販売者報酬) 



1. 共有馬の共有は、共有代表馬主の決定に基づいて、当該共有馬を競走馬として第三者に売却譲渡 した時点

又は競走馬登録を確定的に断念しもしくは同登録を抹消する、又は、能力的な限界もしく は馬体損傷等により在

厩地区での競走馬としての使用を確定的に取りやめる場合のいずれか(以下 これらを総称して「引退」という。)を

もって終了し、かかる時点において共有者の共有持分権は 消滅する(但し、第 3項記載の「種牡馬賃貸」の場合

を除く。)。  

2. 現役もしくは引退した牡馬の共有馬を第三者に売却譲渡する場合、又はこれを種牡馬転用して売却譲渡する

場合、また種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走することを条件として売買契約 を締結する場合を

含む。なお、交渉の結果無償譲渡となる場合がある。共有代表馬主から の委託に基づいて販売者(牧場)がその

売却先の選択、売却条件の交渉、売買実行の手続等の任に当たる。かかる売却がなされた場合には、当該売買

代金から売買諸経費(当該売買を行うために第三者に支出した実費等)を控除した売買純利益金(なお、楽天競馬

サイトのオークションを利用する売却の場合は、落札譲渡代金から売買諸経費を控除した金額)を基準として下記

算定表に基づい て算出された金額をもって販売者の報酬とし、売買純利益金からかかる販売者の報酬を控除し

た残額が当該馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。  

売買純利益金手数料  

0円~500万円以下までの部分・・・0% 

500万円超~1,000万円以下までの部分・・・10% 

1,000万円超~5,000万円以下までの部分・・・20% 

5,000万円超~2億円以下までの部分・・・30% 

2億円を超える部分・・・40% 

 

賃貸純利益予定総額等手数料 

0円~500万円以下までの部分・・・0% 

500万円超~1,000万円以下までの部分・・・10% 

1,000万円超~5,000万円以下までの部分・・・20% 

5,000万円超~2億円以下までの部分・・・30% 

2億円を超える部分・・・40%  

3.共有馬の種牡馬転用が種牡馬賃貸の方法によってなされる場合は、概ね次の形式を採用することとする。共有

者は、競走馬登録の抹消後も当該種牡馬を引き続き共有し、共有代表馬主が引き続き共有代表者を務める。当

該種牡馬の賃貸契約期間は複数年(最長 5年)とし、賃借人としての第三者繋養先にこれを賃貸する。賃貸期間

において得られることが見込まれる予定賃貸料総額から、 種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広

告費等)を控除した残額である賃貸純利益金、又は、賃貸契約期間中に当該種牡馬について死亡もしくはその他

の保険事故が発生したことに よって給付される保険金及び賃貸純利益金実績額の合計額を基準として、下



記算定表に基づいて算出される金額をもって種牡馬転用に関する販売者の報酬とし、賃貸期間賃貸純利益

金予定総額から同報酬を控除した残額が賃貸期間の各年度に按分されて当該種牡馬の所有者(共有代表馬

主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。 

なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了 

し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、上記 

算定表における「賃貸期間賃貸純利益金予定総額」(賃貸期間中に収受することが予定される賃貸 

純利益金の総額)はこれを「賃貸純利益金実績額及び受取保険金の合計額」(実際に収受した賃貸 

純利益金と受け取り保険金の合計額)と読み替えるものとする。この場合、保険事故発生年度より 

前の各賃貸年度においては、賃貸期間賃貸純利益金予定総額からこれを基準に算定された販売者の 

報酬を控除した残額を各年度に按分した金額が、また保険事故発生年度においては当該年度の賃貸 

純利益実績額と給付保険金の合計額からかかる合計額を基準に算定された販売者の報酬が控除され 

た残額が一括払により、当該種牡馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払 

われるものとする。 

種牡馬賃貸契約による種牡馬転用の場合、共有者は、賃貸期間が満了した時点において、当該種 牡馬が

100,000円に消費税を加えた金額にて賃借人に譲渡されることに予め同意する。当該種牡馬については、死亡保

険のほか、種牡馬導入初年度に受胎率保険及びその後の傷害や疾病による該当年 度の種付頭数減少、受胎

率の低下及び種付不能などの不測の損失(一部免責事項を除く)に対応するための保険に加入することにより、当

初予定された賃貸料の所定割合が共有者のために確保され る仕組みをとることを原則とする。  

第 8条(持分の譲渡)  

共有馬の持分譲渡は基本的には出来ない。但し死亡・相続などやむを得ない場合に限り共有代表 

馬主の書面による事前承認の上行えるものとする。持分譲渡を希望する共有者は、事務局を通じ実 

印による押印がなされた「共有持分譲渡に関する届出書」及び印鑑登録証明書の提出により、譲渡 

承認の申請を行なうものとする。共有代表馬主の上記承認に基づいて譲渡が行われる場合、譲受人 

は名義書換事務費 5 万円(1 口当り。消費税を含む)を事務局に支払う。 

 

第 9 条(支払済み代金等) 

 共有者が支払った預託料、保険料、月次事務費、出走事務費等は、理由の如何にかかわらず返還 

されない。 

 

第 10 条(遅延利息及び支払不履行等に起因する持分権の喪失) 

1. 共有者が、第 2条ないし第 4条に規定される支払義務をその各期日に履行しない場合には、同期日の翌日

から完済に至るまで、当該債務額に対し年率 14.6%の割合による遅延利息を支払うものとする。 



 

2. 共有者が、前項の支払義務を 2 ヵ月以上怠った場合、NAR もしくは地方競馬主催者の馬主登録 ないし資格

が抹消され又は登録抹消ないし資格喪失要件に該当するに至った場合、又は、共有馬所有念書等競走馬登

録に必要な書類提出を期限までに履行しないなど共有代表馬主及び事務局の円滑な業務遂行に対して重大

な妨げとなる場合は、覚書第 5 条に規定する遵守事項に違反したものと見做し、何らの通知催告を要する

ことなく共有者は当該共有持分権及びこれから生ずる一切の権利喪 

失し、かかる共有持分権及びこれから生じる一切の権利は直ちに共有代表馬主に帰属するものとす 

る。 

 

3. 共有者は、事務局が、かかる不履行及び共有持分権の失効消滅に関する情報を購入馬預託先に提供するこ

と、並びに共有者が覚書及び付帯条項に違反するなど共有代表馬主又は事務局の円滑な業 務遂行を妨げた場

合にかかる情報を購入馬預託先に提供することにつき、予め同意する。  

第 11 条(管轄権を有する裁判所) 

共有馬の管理、その他覚書及び付帯条項に規定された事項に関して紛議が生じた場合には、東京 

都千代田区にある第一審の裁判所をもってその専属管轄裁判所とする。 

 

●付帯条項第 5 条第 3 項の細則 

第 1 条(賞品の受領と配分方法) 

1. 主催者購買価格が 10万円を超える純金メダル及び、金製品、宝飾品等競馬主催者提供賞品(競馬主催者が

提供する賞品であって、以下「賞品」という)については、受賞馬の共有馬主間に帰属 するものとする。但し、冠ス

ポンサーや協賛者提供の寄贈賞品のほか、参加賞、優勝馬のレイ、賞 状、盾及び優勝 DVD等については共有

代表馬主の帰属とする。  

2. 事務局は、受賞馬の共有者のうちより、本細則第 2条第 1項及び 2項(以下特に定めのない限 り、本細則の

条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者 1名を募り売却する。かかる売却代 金(以下「賞品売却代金」

という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主 に支払われる。購入希望者がいないなど

やむを得ない場合において、純金メダル及び金製品につい ては、市中(金製品取扱い専門業者)に売却して換金

する。また、宝飾品等、金製品以外が賞品で ある稀な場合で、第 2条第 3項の手続を経てもなお購入者が決定

できない場合には、競馬主催者が 購買した価格の 1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。但し重賞

競走の受賞賞品につい て、売買特約条項第 7条第 2項に基づいて販売者から買取り申し出があった場合は、こ

れを優先的な 売却先とし、売却価格は第 2条第 2項の定めによるものとする。  

3. 事務局は、賞品売却代金から、賞品の保管その他の事務経費として 20,000円(消費税抜)を 控除した後、こ

れを持分に応じて共有者に配分する。  



第 2 条(賞品購入者の特定とその方法) 

1. 事務局は、次項に定める基準により賞品購入者を募る。購入希望者が複数の場合は、所定日時に 抽選を

行って購入者を決定する。 

 

2. 前項の場合における賞品売却価格は、純金メダル及び金製品については市中にて換価する場合の 時価相当

額(金製品取扱い専門業者の取扱い手数料相当額等を控除後の金額とする)とするものと し、その価格が主催者

購買価格の 6割に満たない場合は、主催者購買価格の 6割相当額をもって売 却価格とする。また、金製品以外

の宝飾品等にあっては、主催者購買価格の 6割相当額とする。  

3. 購入者の応募がなかった場合は、純金メダル及び金製品については金製品取扱い専門業者に売却 する。ま

た、宝飾品等、金製品以外の賞品である場合については、主催者購買価格の 5割、4割、 3割、2割、1割の選

択制にて受賞馬の共有者のうちより購入者を募り、最高額提示者を購入者と する。最高額提示者が複数いる場

合、第 1項にならい抽選とする。  

4. 賞品の購入者は、購入代金を所定の手続に従い、銀行振込の方法により直ちに納入する。購入代 金の振込

遅延及び購入の取り消しはできないものとする。 

5. 前項に違反した場合、当該共有者は自らが持分を有するカルディアレーシングのすべての共 有馬について、

以後賞品購入者となれない。また、かかる他の共有者への迷惑行為については、付 帯条項第 11条第 3項に規

定する違反として取扱われる。  

第 3 条(賞品売却代金の共有者への支払時期) 

賞品売却代金は、第 1条第 3項に定める事務経費を控除のうえ、購入者から賞品購入代金の振込み を受けた

月の翌月末に行なう。送金事務にあたっては、付帯条項第 5条第 6項の規定を準用する。  

 


